様式第２号（第5条関係）


高齢者等緊急通報システム設置承認（却下）通知書

年　　月　　日

　　様　　　


興部町長


　　　　年　　月　　日付で高齢者等緊急通報電話機の貸与申請のありましたことについて、下記のとおり通知いたします。


記

　１．承認します。
　　
　　（１）引き渡し年月日　　　　　　年　　月　　日
　　（２）貸与条件
　　　　①　端末機を必要としなくなったときは、速やかに返還の申し出をしなければならない。
2 自己の責に帰すべき理由により、端末機を滅失し、または棄損し
　たときは、直ちにこれを現状に回復しなければならない。
③　端末機貸与の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付または
　　　　　担保に供してはならない。
④　急病、事故等緊急事態が発生した場合、消防隊員、協力員等が救
援に出動し、真に止むを得ない理由により家屋の一部を棄損したと
きは、その経費は被貸与者の負担とする。
　　　　⑤　端末機設置後、自己の責により端末機を移設する場合、その経費は被貸与者の負担とする。

　２．却下します。
　　　（理　由）

